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�36「市長への手紙」

意　見
　放射線量測定器の貸し出しを
行わないのか。

回　答
　市では、市民の安心・安全を図
るため、子供たちが利用する公園
などを含め、主な公共施設敷地内
で放射線量の測定を行い、公表し
ています。
　これまで、健康に影響を及ぼす
放射線量の数値は測定されてお
りませんが、市民の皆さんが身近
な生活環境などの放射線量を把
握できるよう、１月16日から放射
線量測定器の貸し出しを開始しま
した。

　このコーナーは、手紙や電子メールなどにより市長へご意見・ご提言などをいただいたも
のの中から、その一部を紹介するものです。 ▶問い合わせ　広報広聴課広報広聴担当（内線 318）

意　見
　古代蓮の里について、春は芝桜、
夏は古代蓮、秋はコスモス、冬はサ
ザンカなど、年間を通して楽しめる
ようにしてほしい。

回　答
　古代蓮の里においては、年間通し
て県内外の皆さんに楽しんでいただ
けるよう、多種多彩な植物を用意し
ており、現在、冬に楽しむことがで
きる「ロウバイの林」を整備したとこ
ろです。
　今後とも、季節を意識した整備を
行い、年間を通して楽しむことがで
きる公園づくりに努めていきます。

意　見
　もみ殻を田んぼで燃やし、辺り一面
煙でかすんでしまうことがあり、洗濯
物を干すことができないときもある。
ごみも野外で燃やしているので、燃や
さないよう指導してほしい。

回　答
　野外焼却は、国の法律や県の条例に
より原則禁止となっていますが、農業
や林業などを営むため、やむを得ない
ものとして行われる焼却は規制の対象
外となっています。
　しかしながら、近隣の方の健康被害
や煙による通行障害などを許容してい
るものではありませんので、焼却を自
粛するチラシの配布や職員による巡回
を行い、焼却の自粛に努めています。
　また、ごみの野外焼却については、
直ちに中止するよう指導しています。

行田の情報をメールでお届け
　「ふるさとメール」に
　　　　　ご登録ください
　本市では、行田の情報をＥメールで無料
配信する「行田市ふるさとメール」(メー
ルマガジンサービス)を行っています。
　このメール配信は、「市報ぎょうだ」に
掲載した催し・募集などの情報をはじめと
する市からのお知らせに加え、埼玉新聞に
掲載された本市のニュースなどを毎月１回
提供しています。
　登録は、市または埼玉新聞社のホーム
ページにアクセスするか、ＱＲコードを携
帯電話で読み取って申し込みください。

▶問い合わせ　
　広報広聴課
　広報広聴担当
 （内線318）

～引っ越しの際の手続きにもご利用ください～
電子申請・届出サービス

行田市電子申請・届出サービスとは？
　インターネットを利用し、自宅や職場のパソコンから
24時間365日、申請や届け出をすることができるサービ
スです。
　埼玉県と県内市町村(一部市町村を除く)が共同でシステ
ムを運用し、サービスを提供していますので、引っ越しに
伴う「水道使用開始・中止届」や「自動車税住所変更届」
の手続きが、電子申請・届出サービスのホームページから
簡単にできます。通信は暗号化されますので、セキュリ
ティーも安心です。

操作に困ったときは
　コールセンターがサポートします。
【コールセンター】☎0570―005353または☎092―
　711―5815（月～金曜日の午前９時～午後５時）
【Ｅメール】 support@e-tetsuzuki99.com
▶問い合わせ　広報広聴課情報担当（内線322）

利用したい方は
パソコンの検索画面で「行田市　電子申請」を入力後、
検索ボタンをクリックしてください。

行田市　電子申請    　　　　検   索

クリック！
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行田市次世代育成支援行動計画（後期計画）行田市次世代育成支援行動計画（後期計画）
～ぎょうだのあした (次の世代 )づくり安心プランの進ちょく状況を公表します～～ぎょうだのあした (次の世代 )づくり安心プランの進ちょく状況を公表します～
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　本市では｢子どもと親が笑顔で安
心してくらせるまち ぎょうだ｣を目
指して、「行田市次世代育成支援行
動計画(後期計画)」に基づき各種事
業を進めています。
　この計画の中で目標事業量を定
めた事業について、平成24年1月
1日現在の進ちょく状況を次のとお
り公表します。今後も児童数や保育
ニーズなどを踏まえながら、目標の
達成に努めていきます。
　なお、この計画は、市ホームペー
ジで見ることができます。

▶問い合わせ　子育て支援課保育担当
 （内線263）

事　　　業　　　名 平成26年度
目標事業量 現在の数 達成率（％）

通常保育事業・定員 １,３４０人 １,１５０人 ８６

延長保育事業 ８カ所 ７カ所 ８８

トワイライトステイ事業 ２カ所 ２カ所 １００

病児・病後児保育事業
（延べ利用日数）

２カ所
（４７６日）

１カ所
（６２０日）

５０
（１３０）

放課後児童健全育成事業
（定員）

１４カ所
（６４５人）

１３カ所
（６３７人）

９３
（９９）

地域子育て支援拠点事業 ９カ所 ８カ所 ８９

一時預かり事業
（延べ利用日数）

１カ所
（２９８日）

１カ所
（２９３日）

１００
（９８）

ショートステイ事業 ２カ所 ２カ所 １００

ファミリー・サポート・センター事業
（延べ利用人数）

１カ所
（８００人）

１カ所
（４２２人）

１００
（５３）

家庭保育室の運営事業
（延べ利用人数）

２カ所
（５０人）

２カ所
（５８人）

１００
（１１６）

　（１月１日現在）　


